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西京極総合運動公園誘導サイン整備業務プロポーザル実施要項 

 

京都市文化市民局 

市民スポーツ振興室 

 
西京極総合運動公園誘導サイン整備業務の受託者として最も適した候補者（以下「受託候

補者」という。）を選定するに当たり、当該業務の品質を確保し、効果的に実現するため、次

のとおり公募型プロポーザル方式による企画競争を行う。 
 

１ 業務の内容 

⑴ 件名 

   西京極総合運動公園誘導サイン整備業務（以下「本業務」という。） 

⑵ 業務内容、履行期間等 

別に定める「西京極総合運動公園誘導サイン整備業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり。 

 

２ 契約上限額 

金２３，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

なお、全て又は一部を問わず、前金払は行わない。 
 

３ プロポーザルの参加資格 

参加申請書等を提出する日から受託候補者として決定する日までに次の⑴～⑺の要件の

いずれかに該当する場合は、受託候補者の選定に参加することができない。 
⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号又は同条第２項各号に該当する者 
⑵ 京都市暴力団排除条例第２条第第１号に規定する暴力団及び同条第４号に規定する暴

力団員等並びに同条第５号に規定する暴力団密接関係者 
  ※ 応募資格確認のため、京都府警察本部に照会する場合がある。 
 ⑶ 法人又はその代表者が次に掲げる税等を滞納している者 
  ア 所得税又は法人税 
  イ 消費税 
  ウ 本市の市税 
  エ 本市の水道料金及び下水道使用料 
 ⑷ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があ

ったとして逮捕もしくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を

経過しない者 
⑸ 法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条もしく

は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日

から２年を経過しない者 
 ⑹ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止処分を受

けている者 
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 ⑺ 令和８年度京都市競争入札参加有資格者名簿に登録がない者 
 

また、受託候補者として指名することができる者は、参加申請書等を提出する日から受

託候補者として決定する日までに次の⑻～⑾の要件を全て満たす者とする。 
 ⑻ 元請（代表事業者）として、次の要件を満たす業務を履行した実績があること。 

本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する設計又

は施工業務 

⑼ 統括責任者として、次のア～ウの要件を全て満たす者を配置し得ること。 
ア 自社において、直接雇用していること。 
イ 本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する設計

又は施工業務について実務経験を有すること。 
ウ 本業務委託において、全体の進捗管理、取りまとめ等を行うことができること。 

⑽ 技術者として、次のア～ウの要件を全て満たす者を配置し得ること。 
ア 自社において、直接雇用していること。   
イ 本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する業務

（計画や施工等、業務内容によらない。）について実務経験を有すること。 
ウ 本調査業務において、技術的管理を行うことができること。 

⑾ デザインの専門的見地から意匠の妥当性や統一性、品質確保の観点について助言、監

修を行う「デザイン監修者」を別の事業者等から指名し、提案すること。 
なお、デザイン監修者の取扱いについては、以下のとおりとする。 

ア 「西京極総合運動公園サイン整備基本計画」（２０２５年度版）中、「６．サインデ

ザインチェックシステム」に基づき、デザインの専門的見地から意匠の妥当性や統一

性、品質確保の観点に基づく助言及び監修を行うこと。 
イ 次の要件を満たす業務を履行した実績があること。 

(ｱ) 本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する意

匠図制作を伴う企画立案業務 

ウ 次の(ｱ)～(ｲ)の要件を全て満たす者を技術者として配置し得ること。 

(ｱ) 本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する意

匠図制作を伴う企画立案業務について実務経験を有すること。 
(ｲ) デザイン監修業務において、技術的管理を行うことができること。 

エ 本プロポーザルの参加者は、デザイン監修者の指名に当たり、指名する事業者を含

む共同事業体等を必ずしも組成する必要はないが、本業務の契約上限額にはデザイン

監修に係る費用も含むものとし、受託者の責において、デザイン監修者に対し、必要

な契約手続きや支払いを行うこと。 
 
４ 応募手続等 

⑴  提出書類 
   次のア～カに掲げる書類を後記「９ 問合せ先及び提出先」に提出すること。 
  ア 参加申請書（第１号様式） 
  イ 業務実績調書（第２号様式） 
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※ 前項の⑻中「本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整

備に関連する設計又は施工業務」及び⑾中「本市、国又はその他の地方公共団体

の公共施設におけるサイン整備に関連する意匠図制作を伴う企画立案業務」の両

方について作成すること。 

  ウ 配置技術者調書（第３号様式①、②、③） 
※ 前項⑼の統括責任者、⑽の技術者、⑾のデザイン監修者それぞれについて作成

すること。 
  エ 技術提案書（様式自由） 

次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)①、(ｳ)②について、それぞれＡ４版の両面２枚以内で作成すること。

ただし、表紙についてはページ数に含めない。 
   (ｱ) 実施方針 

仕様書を踏まえ、本業務で求める成果を得るために実現可能な進め方や調査方法等

を的確に示すこと。 
   (ｲ) 実施体制及び実施フロー等 

提案内容において、再委託等による技術協力等を受けることを想定している場合は、

業務の実施体制図にその旨と相手方を明記すること。 
また、実施フローは業務の全体像がイメージできるように記載すること。 

   (ｳ) 提案項目 
以下の提案を行うこと。 
① １０年以上使用できるサインとして、耐久性やネーミングライツ等による施設名

称の更新のしやすさを有し、かつ、コストを抑えられるような工夫 
② 令和８年度整備の対象外のサインについては、現在検討中の西京極総合運動公園

の再整備時に整備予定だが、当該整備時に課題となる可能性がある事項及びその

対応方法。特に、西京極総合運動公園サイン整備基本計画（2025 年度版）にお

けるサインデザインチェックシステムに基づき、本業務の整備で得られた成果・

知見や検証結果を公園全体へと反映させるための手法 

  オ 見積書（第４号様式）、経費内訳書（様式自由） 
仕様書に基づき本業務の見積書を作成のうえ、提出すること。 

  カ 誓約書（京都市暴力団排除条例及び京都市暴力団排除条例施行規則に係る要綱 様

式第１号） 
 ⑵ 提出部数 

ア ４⑴ア～カの電子データを 収めた CD または DVD：１部 
イ ４⑴エ 技術提案書：紙媒体５部 

⑶  提出期限 

令和８年６月１０日（水）午後４時（必着） 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送することとする。これら以外の方法（ＦＡＸ、Ｅメール等）による提出は

受け付けない。郵送する場合は期間内の必着とし、必ず電話等により到達確認を行うこと。 
⑸ 留意事項 
ア 企画提案書等の内容は、見積金額の範囲内で提案者が実現できる内容とすること。 
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イ 提案審査は企画提案書等により行うため、専門的な知識を持たない者でも理解でき

る表現で記載すること。 
ウ 本市の示す仕様書の転用及び「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。 
エ Ａ４版の両面（縦横は問わない。）とすること。ただし、図面等について、Ａ３版の

用紙をＡ４版に折り込むことは可能とする。 
⑹ その他 
ア この応募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
イ 提案された内容等について、問合せや追加資料の提出を求めることがある。この場

合において提出された資料は提案資料として取扱う。 
ウ 失格事項 

参加申請書、企画提案書等が次の(ｱ)～(ｵ)に該当する場合は、失格となるときがある。 
また、受託候補者の選定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合も失格と

する。 
(ｱ) 提出書類、提出期限、提出方法及び提出先に適合しないもの 
(ｲ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 
(ｳ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
(ｴ) 虚偽の内容が記載されているもの 
(ｵ) 本市が示した契約上限額を上回る見積価格であるもの 

ウ 制約事項 
(ｱ) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全てを提案者の負担とする。 
(ｲ) 提出された書類は、事業者の選定以外には提案者に無断で使用しない。 
(ｳ) 提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。 
(ｴ) 提出された書類について、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 
(ｵ) 提出された書類は、全て返却しない。 

 

５ 本件に対する質問期限及び回答 

  募集内容について質問等がある場合は、以下⑴～⑶により受け付ける。ただし、他の応

募事業者に関する質問には一切応じない。 
⑴ 質問期限 

   令和８年６月３日（水）午後４時（必着） ※期限後の質問は、一切受け付けない。 
⑵ 質問方法 

   後記「９ 問合せ先及び提出先」にＥメールで問い合わせること（様式は任意）。面談

又は電話での質問は一切受け付けない。 
 ⑶ 回答日及び回答方法 
   質問者に関する情報は伏せたうえで、令和８年６月５日（金）午後４時までに本市ウ

ェブページに質問及び回答を掲載する。 
 

６ 受託候補者の選定に関する審査 

提出された書類について、別紙１「西京極総合運動公園誘導サイン整備業務 受託候補
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者評価要領」に基づき、西京極総合運動公園誘導サイン整備業務受託候補者選定委員会に

より評価する。 

ただし、提出状況に応じ、ヒアリングを実施することもある。 

なお、この要項に規定する提出書類（追加提出を求め、提出された資料を含む。）に対し

て、応募者から提出された書類に不足、不備等が判明した場合でも、本市から補足、修正

等の連絡は行わないこととし、所定の期間内に適正に提出された書類に対してのみ評価を

実施するものとする。 

 

７ 受託者の決定 

 ⑴ 審査結果の通知 
   審査結果は、メールにより令和８年６月下旬に通知する。また、結果については、本

市ウェブページで公開する。 
 ⑵ 受託者の決定 

   受託候補者と仕様等の契約内容について協議、調整し、合意した場合は、契約を締結

する。 
   なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意に至らなかった場合は、次順位の

交渉権者を新たな受託候補者として協議を行う。 
 

８ 契約に関する基本的事項 

受託者との契約においては、別紙２「委託契約書（案）」及び以下を基本とする。 

 ⑴ 契約金額及び内容 

   契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

   契約内容は、仕様書及び企画提案書の内容に基づき、受託候補者と協議のうえ決定す

る。ただし、提案内容は、実現を確約したものとみなす。 

 ⑵ 選定後の準備 

   選定された受託候補者は、業務開始時までに実施方法の詳細について本市と協議し、

必要な準備を完了するものとする。 

 

９ 問合せ先及び提出先 

⑴ 住所 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

 ⑵ 担当部署及び担当者 

京都市文化市民局市民スポーツ振興室（担当 野中、西田） 

 ⑶ 連絡先 

ア 電話 

０７５－２２２－３１３５（平日９時００分～１７時００分） 

イ Ｅメール 

  sports@city.kyoto.lg.jp 

mailto:sports@city.kyoto.lg.jp
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（別紙１） 

西京極総合運動公園誘導サイン整備業務委託 

受託候補者評価要領 

 

１ 目的 

本要領は、企画提案に係る提出書類等の評価基準及び評価点を定めるものである。 

 

２ 評価項目・基準 

⑴ 業務実績等（第２号様式） 

 ア 提案事業者における業務履行実績 

本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する設計又は施工業

務を元請として受注したもののうち、履行完了した件数 

計算方法（配点：３点） 

採点基準 
Ａ：該当業務の履行完了

件数が３件以上 

Ｂ：該当業務の履行完了

件数が２件 

Ｃ：該当業務の履行完了

件数が１件 

点数 ３点 ２点 １点 

※ ０件の場合は、資格要件を満たしていないため失格 

イ デザイン監修者における業務履行実績 

本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する意匠図制作を伴

う計画策定業務を元請として受注したもののうち、履行完了した件数 

計算方法（配点：３点） 

採点基準 
Ａ：該当業務の履行完了

件数が３件以上 

Ｂ：該当業務の履行完了

件数が２件 

Ｃ：該当業務の履行完了

件数が１件 

点数 ３点 ２点 １点 

※ ０件の場合は、資格要件を満たしていないため失格 

ウ 統括責任者（第３号様式①） 

   (ｱ) 業務履行実績 

   本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する設計又は施工 

業務の履行実績件数について評価する。 

計算方法（配点：７点） 

採点基準 
：該当業務の履行完了件

数が３件以上 

Ｂ：該当業務の履行完了

件数が２件 

Ｃ：該当業務の履行完了

件数が１件 

点数 ７点 ５点 ２点 

    ※ ０件の場合は、資格要件を満たしていないため失格 

   (イ) 役割 

２⑴ウ(ｱ)に掲げる業務における役割のうち、統括責任者としての履行実績件数について評価す

る。 

計算方法（配点：２点） 

採点基準 Ａ：統括責任者実績「１件以上」 Ｂ：統括責任者実績なし  

点数 ２点 ０点 
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 エ 技術者（第３号様式②） 

   (ｱ) 業務履行実績 

   本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する業務の履行件

数について評価する。 

計算方法（配点：７点） 

採点基準 
：該当業務の履行完了件

数が３件以上 

Ｂ：該当業務の履行完了

件数が２件 

Ｃ：該当業務の履行完了

件数が１件 

点数 ７点 ５点 ２点 

    ※ ０件の場合は、資格要件を満たしていないため失格 

 

  オ デザイン監修技術者（第３号様式③） 

   (ｱ) 業務履行実績 

   本市、国又はその他の地方公共団体の公共施設におけるサイン整備に関連する意匠図制作を

伴う計画策定業務の履行件数について評価する。 

計算方法（配点：７点） 

採点基準 
：該当業務の履行完了件

数が３件以上 

Ｂ：該当業務の履行完了

件数が２件 

Ｃ：該当業務の履行完了

件数が１件 

点数 ７点 ５点 ２点 

    ※ ０件の場合は、資格要件を満たしていないため失格 

  (イ) 役割 

２⑴オ(ｱ)に掲げる業務における役割のうち、統括責任者としての履行実績件数について評価す

る。 

計算方法（配点：２点） 

採点基準 Ａ：統括責任者実績「１件以上」 Ｂ：統括責任者実績なし  

点数 ２点 ０点 

 

 

 ⑵ 本社、本店、支社、支店、営業所等の所在地 

   提案事業者の本社、本店、支社、支店、営業所等の所在地について、以下のとおり評価する。 

計算方法（配点：４点） 

採点基準 

Ａ： 京都府内に本社、本

店、支社、支店、営業所

等がある場合 

Ｂ： 京都府を除く関西圏

（大阪府、兵庫県、滋賀県、

奈良県、和歌山県）内に本

社、本店、支社、支店、営

業所等がある場合 

Ｃ： Ａ及びＢに該当し

ない場合 

点数 ４点 ２点 ０点 

 

⑶ 技術提案書 

ア 実施方針等 

  (ｱ) 実施方針、進め方等の的確性・実現性 

    仕様書を的確に踏まえ、実現可能な範囲内で提案がされているか。 
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  (ｲ) 実施体制及び実施フローの的確性・実現性 

   実施体制や実施フローが具体的で実現性があるか。 

  (ｳ) 事業への理解・知識 

   事業内容及び目的に関する理解・知識が十分にあるか。 

 イ 提案項目① 

① １０年以上使用できるサインとして、耐久性やネーミングライツ名称更新のしやすさを有し、

かつ、コストを抑えられるような工夫 

  (ｱ) 提案内容の的確性 

    耐久性やコストを抑える工夫についてデータ等に基づく、論理的な説明がなされているか。 

  (ｲ) 提案内容の実現性 

    提案事業者の同種・類似業務に関する知見を反映した具体的な提案内容となっているか。 

  (ｳ) 提案内容の独創性 

    提案事業者のノウハウ等が反映されたものとなっているか。 

 ウ 提案項目➁ 

② 現在検討している西京極総合運動公園再整備を見据えた、今後のサイン整備に係る課題及び

対応方法 

  (ｱ) 提案内容の的確性 

    サイン整備計画及び公園再整備の検討を踏まえたうえで、データ等に基づく、論理的な説明

がなされているか。 

  (ｲ) 提案内容の実現性 

    提案事業者の同種・類似業務に関する知見を反映した具体的な提案内容となっているか。 

  (ｳ) 提案内容の独創性 

    提案事業者のノウハウ等が反映されたものとなっているか。  

◎２⑶ア～ウ各項目において共通 

計算方法（配点：５点） 

採点基準 

Ａ：非常に優

れている。 

Ｂ：優れてい

る。 

Ｃ：概ね妥当

である。 

Ｄ：不十分な

点がある。  

Ｅ：評価すべ

き点がほとん

どない。  

Ｆ：評価すべ

き点が全く

ない。 

点数 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

 

⑷ 見積金額（該当書類：第４号様式） 

  西京極総合運動公園誘導サイン整備業務に係る見積金額 

計算方法（配点：１０点） 

採点基準 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

点数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

※ 以下の５段階で評価する。（予定価格を超えるものは失格） 

 

 

 

 

 

 

Ａ＝最低価格以上、（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×１／５）未満 

Ｂ＝（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×１／５）以上、 

（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×２／５）未満 

Ｃ＝（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×２／５）以上、 

（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×３／５）未満 

Ｄ＝（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×３／５）以上、 

（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×４／５）未満 

Ｅ＝（最低価格＋（委託金額の上限額－最低価格）×４／５）以上、予定価格以下 
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３ 評価点 

⑴ 委員は、２の各項目について評価を行い、評価点を算出する。 

⑵ 委員がそれぞれ算出した評価点の平均を小数点第二位において四捨五入したものを最終評価点

とする。 

⑶ 最終評価点が４５点以上（満点の１／２以上）を獲得した者の中から、最も評価が高い者を受託

候補者とする（本プロポーザルは１者のみの応募でも成立することとするが、その場合でも最終評

価点が４５点以上となることを条件とする。）。 
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 参考 評価項目・基準表 

評価項目 評価事項 
 

配点 
（内訳） 

業務実績等 

代表事業者における業務履行実績 ― ３点 

デザイン監修者における業務履行実績 ― ３点 

統括責任者 
業務履行実績 (７点) 

９点 
役割 (２点) 

技術者 業務履行実績 ― ７点 

デザイン監修技術者 
業務履行実績 (７点) 

９点 
役割 (２点) 

業務実施体制 本社、本店、支社、支店、営業所等の所在地 ― ４点 

小計 ― ３５点 

実施方針等 

実施方針、進め方等の的確性・実現性 (５点) 

１５点 実施体制及び実施フローの的確性・実現性 (５点) 

事業への理解・知識 (５点) 

提案項目 

提案項目➀ 

１０年以上使用できる

サインとして、耐久性や

ネーミングライツ名称

更新のしやすさを有し、

かつ、コストを抑えられ

るような工夫 

的確性 (５点) 

１５点 実現性 (５点) 

独創性 (５点) 

提案項目➁ 

現在検討している西京

極総合運動公園再整備

を見据えた、今後のサイ

ン整備に係る対応方法 

的確性 (５点) 

１５点 実現性 (５点) 

独創性 (５点) 

小計 ― ４５点 

見積金額 西京極総合運動公園誘導サイン整備業務 ― １０点 

合計 ― ９０点 

 



 

                          契約番号           

 

委 託 契 約 書 
 

１ 委託業務等名 西京極総合運動公園誘導サイン整備業務 

 

 

２ 委託料                          円 

         うち取引に係る消費税及び地方消費税額         円 

３ 履行期間     令和８年   月   日から 

           令和９年  ３月 ２６日まで 

 

４ 契約保証金 免除 

 

発注者及び受注者は、上記事項及び約款のとおり契約を締結する。この契

約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保

有する。 

ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、

発注者及び受注者が地方自治法施行規則第１２条の４の２に規定する電子

署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。 

 

         契約締結年月日   年   月   日 

 
             京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

発注者 京 都 市 
             代表者  京都市長   松  井  孝  治        印 ※ 
 

             住    所 

受注者  商号又は名称 
             代 表 者 名                               印 ※ 

                                              

                                          ※ 電磁的記録により締結する場合は、電子署名をもって「印」に替える。 

（別紙２）



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、表記記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関

係図書（別に発注者が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約の履行に関し発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるとこ

ろによるものとする。 

６ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。 

７ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（契約の履行） 

第２条 受注者は、表記の契約金額をもって、表記の履行期間について、表記の委託業務等を誠実に遂行しなければならない。 

（委託業務の中止等） 

第３条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務等の中止、委託業務等の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に対して契約の解除を求めることができる。 

（検査の実施） 

第４条 発注者は、この契約による委託業務等の遂行に関し、検査を行うことができる。 

２ 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

３ 受注者は、第１項に規定する検査に合格しないときは、当該委託業務等を中止し、又は業務の改善を行わなければならない。 

 この場合において、これに要した費用は、受注者の負担とする。 

４ 前３項の規定は、前項の規定により委託業務等を改善する場合について準用する。 

（契約金額の減額） 

第５条 発注者は、前条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による検査を行った結果、契約の内容に適合しない

程度が軽微であり、かつ業務等の継続に支障がないと認めるときは、契約金額から相当額を減額のうえ、これを不合格としないこと

がある。 

（遅延損害金） 

第６条 受注者は、自己の責めに基づく理由により委託業務等を中止し、又は中断するときは、遅延損害金として、業務を行わなかっ

た日又は遅延日数のいずれか多い日１日につき契約金額の１,０００分の１に相当する金額を発注者に納付しなければならない。た

だし、既に一部の委託業務等を履行しているときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。 

２ 前項の日数の計算に当たっては、第４条第１項の規定による検査に要した日数は、算入しない。 

３ 第５条の規定により減額された場合における遅延損害金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。 

（損害の負担） 

第７条 この契約に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過

失により生じた損害については、この限りでない。 

（契約の解除） 

第８条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、契約を解除することができる。 

 ⑴ 委託業務等の誠実な遂行ができる見込がないとき。 

 ⑵ 正当な理由がないのに委託業務等を中止し、又は誠実な遂行をしないとき。 

 ⑶ 契約の締結に当たり、不正の行為があったとき。 

 ⑷ 委託業務等の遂行に当たり、正当な理由がなく発注者の指示に従わなかったとき。 

 ⑸ 履行期間が終了するまでに、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失の補償を求めることができない。 

３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の委託業務の遂行があったときは、その部分に相当する額

を支払うことができる。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、総価契約にあっては契約金額の１０分の１に相当する額を、単価

契約にあっては契約単価に予定数量を乗じて得た金額の１０分の１に相当する額の範囲内で違約金として受注者に請求することがで

きる。 

 ⑴ 前条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管

財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された

管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された

再生債務者等 

第１０条 発注者は、第８条第１項各号に掲げる場合のほか、委託業務等の履行期間が終了するまでに、必要があると認めるときは、

契約を解除することができる。 

２ 第８条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな

い。 

（義務の履行の委託の禁止等） 

第１１条 受注者は、発注者の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第

三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。 

（契約金額の支払） 

第１２条 発注者は、委託業務等の終了の後、受注者からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に受注者に当該請求金額を

支払わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律第８条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 



（物件の調達等に関する禁止事項） 

第１３条 受注者は、この契約に係る競争入札に参加した他の者（以下「非落札者」という。）から契約の履行に必要な物件（受注者の

商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。）又は役務を調達してはならない。ただし、受注者が、非落札者以外の者を経由して

非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得な

い事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため、あらかじめ文書による発注者

の承諾を得たときは、この限りでない。 

（紛争の解決） 

第１４条 この契約に関し、発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ第三者を調停人に選任し、

当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。 

（個人情報の取扱い） 

第１５条 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例

を遵守しなければならない。 

（電磁的記録による契約締結に係る契約成立日の特約） 

第１６条 本契約を契約の内容を記録した電磁的記録（以下「電磁的記録」という。）により締結する場合で、発注者及び受注者が電子

署名を行った日と、本電磁的記録に記載の契約締結年月日が異なる場合は、本電磁的記録に記載する契約締結年月日に契約を締結し

たものとみなす。 

（電磁的記録による契約締結に係る読み替え） 

第１７条 本契約を電磁的記録により締結する場合は、次の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替える。 

第１条、第１８条 契約書 契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録 

第１条 文書 文書又は電磁的記録 

 

（補則） 

第１８条 この契約書に定めがない事項については、京都市契約事務規則及び関係法令によるほか、発注者と受注者とが協議して定め

る。 



特 記 事 項 
 

（受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権） 

第１条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。 

ア 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。 

イ 独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき。 

⑵ 刑法第９６条の６の罪について受注者（受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従

業者。次号において同じ。）に対する有罪の判決が確定したとき。 

⑶ 刑法第１９８条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。 

２ 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合（受注者の履行が完了

するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。）の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。 

（受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第２条 受注者がこの契約に関して前条第１項第１号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、か

つ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額の１０分の２に相当する額を賠償金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号

に該当するときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又

は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者

は、連帯して支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分につい

て受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

（受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権） 

第３条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者）が次の

各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。 

⑴  京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者であるとき。 

⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を

締結したとき。 

⑶  受注者が、第１号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する

場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。  

２ 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

４ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又

は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者

は、連帯して支払わなければならない。 

（不当介入の場合の報告書の提出等） 

第４条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受け

たときその他の不当な介入（以下「不当介入」という。）があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本

部長に対して報告書を提出しなければならない。 

２ 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対

して被害届を提出しなければならない。 

３ 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行

期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。 

（消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更） 

第５条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を

行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変

動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 


